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令和７年度 

尾張旭市小規模企業等補助金 

申請要領 

  

 

 　交付申請に当たっては、本手引きをご一読いただきますようお願いします。 

  

  

  

  

   

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

第５版 

尾張旭市 市民生活部　産業課 

 発行日 内容

 第１版 令和７年５月１５日 初版発行

 第２版 令和７年５月２１日 ｐ.６低燃費タイヤの必要書類（個人事業主の任意保

険証券の記載）を追記

 第３版 令和７年６月１８日 ｐ.６低燃費タイヤの必要書類（注意書き部分）を補足

 第４版 令和８年１月１３日 ｐ.５市役所受付期間を修正（開庁時間変更に伴う）

 第５版 令和８年２月１８日 ｐ．２，４，５デジタル化対策を追記 

物価高騰対策を削除
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１　事業概要 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

本市では、市内商工業の中核を担う小規模企業等の振興や活性化を目的とし、

小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付

しています。 

 

２　申請受付期間等　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

⑴　通常枠 

申請受付期間：令和７年６月２日（月）～令和８年３月９日（月） 

補助対象期間：令和７年３月１１日（火）～令和８年３月９日（月） 

※　通常枠デジタル化の補助対象期間は、令和８年２月１９日（木） 

までに変更 

　　⑵　デジタル化対策枠 

申請受付期間：令和８年２月２０日（金）～令和８年１２月１８日（金） 

補助対象期間：令和８年２月２０日（金）～令和８年１２月１８日（金） 

 

※補助対象期間外に実施した事業については、補助対象外となります。 

 

３　補助対象者　　　　　　　　　　　　　　　　　 

以下の全てを満たす事業者とします。 

⑴　中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する小規模企 

業者及び同条第１項に規定する中小企業者(※) 

　⑵　市内に事業所を有し、当該事業所で事業を行っていること。 

　⑶　市税の滞納がないこと。 

※　社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、 

公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人、農業法人、組合、有限責 

任事業組合は対象外です。 

 

＜参考：申請の流れ ※事業者が行う手続きは下線　＞ 

１．事業実施 

２．補助金交付申請兼実績報告書等の提出 

３．交付決定 

４．補助金交付
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４　補助対象事業、補助対象経費及び補助金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

⑴　通常枠 

・　各事業区分の補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおり。 

・　補助上限額は１事業者につき年度あたり５万円 

 

 

 

区分 補助対象事業 補助対象経費の例
補助率 

（１円未
満切捨）

 

人材育成

人材育成を行うために行う以下の事業 
(1) 中小企業大学校及び中部職業能力開発促

進センターによる研修等を従業員等が受講
する事業 

(2) その他能力を開発できる研修等を従業員
等が受講する事業等

・資格取得講座受講料 
・資格、免許の受験料 
・従業員の研修受講料 
・特別教育、技能講習受講料 
 ※本書p.7に例を掲載しています

2分の1

 

雇用確保

雇用確保を行うために行う以下の事業 
(1) 自社での雇用確保を図るため、就職フェ

ア、合同企業説明会等に出展する事業 
(2) その他雇用確保を行うために情報誌等へ

記事を掲載する事業等

・求人情報サイト掲載費用 
・企業説明会出店費用 
・就職フェア参加費 
・兼業副業マッチング報酬 

2分の1

 

販路拡大

事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下
の事業 
(1) 自らの製品及び技術について展示会、見

本市等に出展する事業。ただし、その場で
自社商品等を販売することを主な目的とし
たものは、尾張旭市のPRを行うことを条件
とする。 

(2) 自らの事業に関するホームページを開設
又は改修する事業 

(3) 自らの事業を広告するための看板を作成
及び設置する事業 

(4) その他販路拡大を行うために自らの事業
又は製品を宣伝する事業等

・販促チラシの印刷費用 
・地域情報誌等へのチラシ折

込費用 
・HPの作成・編集費用 
・企業PR動画作成費用 
・社名看板等作成費用 

2分の1

 

デジタル化

デジタル化を推進するために行う以下の事業 
(1) キャッシュレス決済を導入する事業 
(2) 自らの事業に関する電子商取引サイトを

開設する事業 
(3) 自らの事業を効率化する事業

・会計システム導入費用 
・会計ソフト使用料 
・キャッシュレス決済機器 
・業務効率化ソフト等の 

購入費用

2分の1
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⑵　デジタル化対策枠 

・　各事業区分の補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおり。 

・　補助上限額は、１事業者につき１０万円 

　※　補助対象経費の参考 

　　・　生成ＡＩサービス等の利用料の取扱い 

　　　　生成ＡＩサービスをはじめ、デザイン作成ツールやその他のクラウド

型業務支援ツールの利用料については、業務効率化又は販促業務の高度

化に資する場合に限り、補助対象とします。 

補助対象期間において、当該サービスの活用に関するセミナー又は講

義を受講し、受講したことを証する書類（受講証明書等の写し）が必要

です。なお、補助対象は申請時点で支払が完了している分に限ります。 

　　・　パソコン・タブレット等の機器の取扱い 

パソコン、タブレット等の汎用性の高い機器は、原則、補助対象外で

す。 

ただし、キャッシュレス決済の導入に必要不可欠な機器については、

補助対象となる場合があります。 

⑶　留意事項 

　デジタル化の補助対象期間については以下のとおり。 

 

 

 

区分 補助対象事業 補助対象経費の例
補助率 

（１円未
満切捨）

 

デジタル化

デジタル化を推進するために行う以下の事業 
(1) キャッシュレス決済を導入する事業 
(2) 自らの事業に関する電子商取引サイトを

開設する事業 
(3) 自らの事業を効率化する事業

・会計システム導入費用 
・会計ソフト使用料 
・キャッシュレス決済機器 
・業務効率化ソフト等の 

購入費用 
・生成AIサービス等の利用料

4分の3

 補助対象期間 区分 申請期限
 ～令和８年２月１９日 通常枠（デジタル化） 令和８年 ３月 ９日（月）
 令和８年２月２０日～ デジタル化対策枠（デジタル化） 令和８年１２月１８日（金）
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５　交付申請兼実績報告手続　　　　　　　　　　　　　  

⑴ 　受付期間 

令和７年６月２日（月）から令和８年３月９日（月）まで 

　　※　デジタル化対策枠は令和８年１２月１８日（金）まで 

※　受付は土日祝日を除く、午前９時から午後５時まで 

　（令和８年１０月１日からは午前９時から午後４時まで） 

※　申請された補助金の額が予算額を超えた場合は、上記期間内であって 

　も申請の受付を終了します。  

※　交付申請と実績報告を兼ねた申請手続きとなりますので、事業が完了 

しましたら、必要書類をご提出ください。 

⑵　提出先 

〒４８８－８６６６ 

愛知県尾張旭市東大道町原田２６００番地１ 

尾張旭市役所　市民生活部　産業課　商工振興係 

メールアドレス：sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp 

⑶　提出方法 

直接、郵送またはメール ※郵送時は受付期間内必着とします。 

⑷　必要書類 

ⅰ　補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式）  

ⅱ　補助金請求書（第３号様式） 

ⅲ　補助対象経費の支払を証する書類（領収書、振込依頼書等）の写し 

ⅳ　事業が完了したことが確認できる書類等（下表参考） 

 

 区分 事業ごとに必要な書類の例 〇：いずれかひとつ
 

人材育成
○受講終了証 
○資格や免許の受験票、合格通知、認定証など 
○特別教育・特別講習等の内容がわかる資料（パンフレット、講座内容等）

 
雇用確保

○求人情報が掲載された媒体の写し（求人情報誌、求人サイト等） 
○企業展や就職フェア出店時の写真（出展ブースの様子等）

 

販路拡大

○作成したチラシの写し 
○情報誌などへのチラシ折込内容がわかる書類（配布エリア、部数等） 
○作成または編集したHPの印刷（該当ページ） 
○看板の設置後写真

 

デジタル化 
※デジタル化対策

枠も同じ

○導入したシステムやソフトの起動画面の写真等 
○キャッシュレス決済端末の設置後写真 
〇生成ＡＩサービス導入の場合、セミナー等受講の証明書等 
○電子商取引サイトへの出品が確認できる書類 
※ 自らの事業を効率化するための事業の場合は、追加で業務効率化の内容が

確認できる書類（任意様式）が必要です。
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⑸　その他 

・　補助金交付申請書兼実績報告書、請求書等の様式は尾張旭市ホームペー 

ジからダウンロードできます。８　問い合わせ先をご覧ください。 

・　申請書兼実績報告書提出後に、必要に応じて、追加説明資料の提出依頼 

　や申請内容に関するヒアリングを行う場合があります。 

・　必要書類は、紙媒体で各１部ずつご提出ください。 

・　ご提出いただいた書類は審査結果にかかわらず返却しません。控えが必 

　要な方は、提出前に各自で控えをご準備ください。 

 

６　審査結果の通知（交付決定通知）　　　　　　　　　  

⑴　要件審査 

ご提出いただいた書類に基づき審査を行います。 

⑵　審査結果の通知 

補助金の交付決定を書面にて通知します。審査結果の内容についての問　

合せには応じかねますのでご了承ください。 

 

７　補助金の返還 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

補助金の交付を受けた者が虚偽の申請により補助金を受けたときその他市 

長が不適当と認めた事態が生じたときは、補助金の交付決定を取り消し、補助 

金の返還を求めることがあります。 

 

８　問い合わせ先　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

〒４８８－８６６６ 

愛知県尾張旭市東大道町原田２６００番地１ 

尾張旭市役所　市民生活部　産業課　商工振興係（南庁舎２階） 

ＴＥＬ：０５６１－７６－８１３２ 

ＦＡＸ：０５６１－５３－７００８ 

メール：sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp  

・　尾張旭市役所のホームページにて、必要書類の書式を掲載しています。 

「尾張旭市　小規模企業等補助金」と検索していただくか、下記の二次元 

コードを読み取ってアクセスしてください。 

市ＨＰ：https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/2217.html 
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参考：補助対象となる特別教育・技能講習の例 

 

 

 特別教育 技能講習

 ･ 小型ボイラーの取扱い 

･ 揚貨装置（5t 未満） 

･ クレーンの運転（つり上げ荷重 5t 未

満） 

･ 跨線テルハ（つり上げ荷重 5t 以上） 

･ 移動式クレーンの運転（つり上げ荷重

1t 未満） 

･ デリックの運転（つり上げ荷重 5t 未

満） 

･ 玉掛けの業務（つり上げ荷重が 1t 未

満のクレーン、移動式クレーン、デリ

ック） 

･ アーク溶接機を用いて行う金属の溶

接、溶断等 

･ フォークリフトの運転（最大荷重 1t

未満） 

･ 車両系建設機械（整地・運搬・積込用

及び掘削用）の運転 

･ （ブル・ドーザー、モーター・グレー

ダー、トラクター・ショベル、パワー

ショベル等）（機体重量 3t 未満） 

･ 車両系建設機械（基礎工事用）の運転

（くい打機等）（機体重量 3t 未満） 

･ 自走できない建設機械（基礎工事用）

の運転（くい打機等） 

･ 車両系建設機械（基礎工事用）の運転

（くい打機等）の作業装置の作業 

･ ショベルローダー・フォークローダー

の運転（最大荷重 1t 未満） 

･ 高所作業車の運転（10m 未満） 

･ 建設用リフトの運転 

･ ゴンドラの操作 

･ 研削といしの取替え又は取替え時の試

運転の業務　　　　　　　　　　　等 

･ 車両系建設機械（整地・運搬・積込み

用及び掘削用）運転技能講習 

･ 車両系建設機械（基礎工事用）運転技

能講習 

･ 車両系建設機械（解体用）運転技能講

習 

･ 不整地運搬車運転技能講習 

･ 高所作業車運転技能講習 

･ フオークリフト運転技能講習 

･ シヨベルローダー等運転技能講習 

･ 玉掛け技能講習 

･ 床上操作式クレーン運転技能講習 

･ 小型移動式クレーン運転技能講習 

･ ガス溶接技能講習 

･ コンクリート破砕器作業主任者技能講

習 

･ 地山の掘削作業主任者技能講習 

･ 土止め支保工作業主任者技能講習 

･ ずい道等の掘削等作業主任者技能講習 

･ ずい道等の覆工作業主任者技能講習 

･ 型枠支保工の組立て等作業主任者技能

講習 

･ 足場の組立て等作業主任者技能講習 

･ 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者

技能講習 

･ コンクリート造の工作物の解体等作業

主任者技能講習 

･ 鋼橋架設等作業主任者技能講習 

･ コンクリート橋架設等作業主任者技能

講習　　　　　 

･ 採石のための掘削作業主任者技能講習 

･ 木造建築物の組立て等作業主任者技能

講習 

･ はい作業主任者技能講習　　　　　等


